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五
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

関
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新
国
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空
港
の
条
件
調
査
に
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す
る
質
問
主
意
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昭
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五
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六
月
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五
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長 

保 
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茂 

殿 

 

提 
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荒 
 

木 
 
 

宏 

 

一 

 



 

政
府
は
関
西
新
国
際
空
港
の
条
件
調
査
を
進
め
て
い
る
が
、
成
田
空
港
の
建
設
に
伴
う
教
訓
に
か
ん
が
み
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

三 

す
で
に
発
表
さ
れ
た
昭
和
五
十
三
年
度
調
査
に
は
、
周
辺
地
域
整
備
計
画
調
査
は
含
ま
れ
て
い
な
か
つ
た 

一 

政
府
が
昭
和
五
十
三
年
度
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
自
然
条
件
調
査
（
気
象
、
海
象
、
地
象
を
含
む
。
）
、
社
会

条
件
調
査
、
空
港
条
件
調
査
（
施
設
、
施
工
、
管
理
の
各
計
画
を
含
む
。
）
、
環
境
影
響
調
査
（
騒
音
、
振
動
、
大

気
汚
染
、
水
質
汚
染
、
景
観
植
生
、
海
岸
利
用
、
水
産
、
海
上
交
通
等
へ
の
影
響
を
含
む
。
）
の
各
種
調
査
の
結

果
を
、
誰
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
式
、
方
法
で
関
係
自
治
体
や
、
地
域
住
民
に
公
表
す
る
の
か
。 

二 

前
項
記
載
の
調
査
の
結
果
が
得
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
評
価
の
主
体
、
評
価
の
方
法
、
評
価
の
基
準
な
ど
、
ア

セ
ス
メ
ン
ト
を
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
、
各
調
査
項
目
に
つ
い
て
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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三 

 



 

四 

調
査
の
前
提
と
し
て
、
候
補
地
が
泉
州
沖
案
の
場
合
の
予
定
飛
行
経
路
を
明
示
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。 

五 

今
後
の
航
空
需
要
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
日
本
全
体
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
う
ち
関
西
圏
、
近
畿
圏
に
つ
い
て

の
見
通
し
を
最
新
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。 

六 

昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
日
、
頭
書
調
査
の
開
始
に
当
た
り
、
大
阪
府
と
運
輸
省
の
間
に
お
い
て
、
①
気 

 

象
、
海
象
、
観
測
施
設
の
設
置
は
新
空
港
の
建
設
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
②
環
境
へ
の
影
響
調
査
は
広 

が
、
し
か
し
、
新
聞
報
道
な
ど
で
は
一
部
実
施
さ
れ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が

主
と
し
て
行
い
、
国
は
そ
れ
に
協
力
す
る
立
場
だ
と
も
聞
く
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
地
域
整
備
計
画
調

査
に
つ
き
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
う
の
か
、
調
査
主
体
、
調
査
内
容
、
調
査
方
法
な
ど
詳
細
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
併
せ
て
周
辺
地
域
整
備
計
画
の
作
成
方
法
、
実
施
の
方
法
、
財
源
に
つ
い
て
の
考
え
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
お
、「
成
田
空
港
」
建
設
の
際
と
ら
れ
た
と
同
様
の
方
法
を
採
る
つ
も
り
か
ど
う
か
も

伺
い
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

域
に
わ
た
り
、
有
効
適
切
に
実
施
す
る
。
③
空
港
周
辺
地
域
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
に
総
合
的
な
調

査
の
実
施
を
要
請
す
る
。
④
調
査
の
全
体
計
画
及
び
調
査
の
結
果
は
公
開
す
る
。
⑤
関
係
府
県
及
び
関
係
機
関
に

対
し
、
調
査
資
料
を
積
極
的
に
提
供
し
説
明
す
る
。
⑥
新
空
港
計
画
は
、
関
係
府
県
の
合
意
を
得
て
決
定
し
、

調
査
の
結
果
、
泉
州
沖
が
不
適
当
と
な
つ
た
場
合
に
は
こ
れ
を
撤
回
し
、
改
め
て
空
港
の
規
模
、
位
置
を
検
討

す
る
。
と
の
六
項
目
が
合
意
さ
れ
た
が
、
こ
の
際
政
府
と
し
て
、
前
記
六
項
目
の
合
意
を
確
認
さ
れ
る
か
ど
う

か
。 

右
質
問
す
る
。 


